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調査の概要

◼ 目的：

✓低濃度PCB廃棄物の早期かつ適正な処理に向けて、業界団体における取組状況を確認する。

✓調査結果を取りまとめ、業界団体における好取組事例とともに報告することにより、未回答・未取組等の団体・事業者
に対するPCBへの取り組みの必要性を周知する。

◼ 調査対象：業界団体（令和５年度の実態調査に協力いただいた団体）

◼ 調査対象団体数：560

◼ 調査方法：メール（下表の質問票を送付）

◼ 調査内容：PCB廃棄物の早期処理に関する業界団体の取り組み状況及び取り組み内容 等

問１ メンバー構成（賛助会員の有無、割合、種類）やシェア（製造業の団体のみ）を教えてください。

問２ PCBの期限内処理に向けて業界として取り組まれていますか。

問３ （取り組まれている場合）どのような取り組みをされていますか。
（選択肢：A.専門の会議体等を設置、B.取り組み状況等を調査、C.周知・情報共有、

 D.取り組み事例の紹介、E.その他）

問４ (問３で回答した選択肢それぞれについて)
①実施頻度、②開始時期、③実施対象の範囲、④実施内容を教えてください。

問５ （取り組まれていない場合）理由を教えてください。

問６ ご意見、ご質問
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業種ごとのPCB特措法に基づく低濃度PCBの届け出事業所数

◼ PCB特措法に係る届出情報を集計し
た結果、電気や鉱業等の業種(●印)
は他の業種よりも高い割合で届出が
なされている。

◼ 2023(R5)年度における実態調査(環
境省)では、1994(H6)年までに開設
され現存すると回答した約3万事業所
(※)のうち、ほとんどの事業所において低
濃度PCB含有疑いがある古い電気
機器等の使用・保管が確認された(全
体では約51％、約1万5千事業所)。

※調査対象とした560団体における加盟・会員者(企業等)の事業所(支社、
支店、工場、倉庫等)のうち、「平成6年までに開設・現在も存続」との回答
が得られた事業所数。参考資料①も参照。

※１：平成28年経済センサス活動調査結果に対する集計結果。環境省提
供データを基に産廃振興財団にて集計。

※２：令和元(2019)～令和4(2022)年度末時点の状況としてPCB特措
法に係る届出のうち、低濃度の変圧器・コンデンサーの使用中・保管中及び処
分済の届出を行った事業所数。環境省提供データを基に産廃振興財団にて
集計。

※３：割合＝「届出事業所数」÷「平成6年までに開設・現存の事業所数」
の合計×100。経済センサス活動調査では収録されていない「無人の事業
所・施設等」について、PCB特措法に係る届出がなされることがあるため、割
合が100％を超えることがある。

1つ目の■の言いたいこと
＝●印の業種では、PCB
汚染機器等が比較的発
生しやすい業種である
＝問題意識を持つべき業
種である

2つ目の■の言いたいこと
＝おおむねどの業種でも
PCB汚染の可能性がある
古い電気機器が発見され
うる

・教育、学習支援業
＝幼稚園、学校、専門学
校、各種学校など
＝公民館、体育館、図書
館、博物館、職業訓練校、
塾、予備校など

・複合サービス業
＝郵便局
＝農林水産業協同組合、
事業協同組合

業種(大分類)

【経済センサス情報】 【PCB特措法届出情報】

平成6年までに開設・
現存の事業所数※１

届出事業所数※２ 割合※３

農業、林業 12,619 1,374 11％

漁業 2,073 73 4％

鉱業、採石業、砂利採取業 1,315 356 27％

建設業 251,220 1,964 1％

製造業 263,859 19,494 7％

電気・ガス・熱供給・水道業 1,864 5,598 300％

情報通信業 14,977 392 3％

運輸業、郵便業 53,663 2,464 5％

卸売業、小売業 524,646 5,162 1％

金融業、保険業 31,264 930 3％

不動産業、物品賃貸業 193,683 5,385 3％

学術研究、専門・技術サービス業 70,174 951 1％

宿泊業、飲食サービス業 170,969 2,104 1％

生活関連サービス業、娯楽業 176,697 2,379 1％

教育、学習支援業 52,428 7,708 15％

医療、福祉 102,468 3,173 3％

複合サービス業 5,575 1,057 19％

サービス業(他に分類されないもの) 194,839 2,607 1％

公務(他に分類されるものを除く) 0 2,380 ―

分類不能の産業 0 1,203 ―

不明 481 0 0％

合計 2,124,814 66,754 3％

●

●

●
●

●

●
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調査の結果～①回答状況・PCB関連取組状況

◼ 560団体のうち、376団体
(67％)から回答が得られたもの
の、業種によってその回答率には
差が見られる。(→橙色枠)

◼ 155団体(28％)がPCB関連の
取組を「行っている(行ったことがあ
る)」と回答(→青色枠)。

◼ 製造業、電気・ガス・熱供給・水
道業については、回答率、「取組
あり」の割合が高く、特措法届出
状況等の実情を踏まえた問題意
識を元に、具体的な行動を取っ
ていることがうかがえる。

◼ 一方で、125団体(22％)が取
組を「行っていない(行ったこともな
い)」(→紫色枠)、と回答。

◼ 96団体(17％)が「PCBに汚染
されている可能性がある設備や
機器を所有していない業種であ
る」(→水色枠)と回答。

※加盟・会員者の主要業
種が「不明」
1)(公財)日本文書情報
マネジメント協会
2)(公財)ＮＳＫメカトロニ
クス技術高度化財団
3)(公財)廃棄物・３R研
究財団
4)公益信託サニクリーン広
島環境美化基金(※広島
銀行傘下団体の模様)

※１：「回答あり団体数」÷「調査対象団体数」×100／※２：設問
２で「会員・加盟者等に対してPCBの期限内処理に向けたPCB廃棄物
の処理推進に関する情報提供や、会員・加盟各者における
PCBに関する対応状況の把握のための調査・情報収集などの取組をおこ
なっている（おこなったことがある）」と回答した団体数。※３：「取組あ
り」÷「調査対象団体数」×100／※４：設問２で「会員・加盟者等に
対してPCBの期限内処理に向けたPCB廃棄物の処理推進に関する情
報提供や、会員・加盟各者におけるPCBに関する対応状況の把握のた
めの調査・情報収集などの取組をおこなっていない（おこなったこともな
い）」と回答した団体数。／※５：「取組なし」÷「調査対象団体数」
×100／※６：設問５で「PCBに汚染されている可能性がある
設備や機器を所有していない業種である」と回答した団体数。／
※７：「PCB機器なし」÷「調査対象団体数」×100

業種(大分類)
調査対象
団体数

回答あり
団体数

※1

割合①
※2

取組あり
※3

割合②
※4

取組なし
※5

割合③

※6

PCB機器
なし

※7

割合④

農業、林業 22 7 32% 3 14% 0 0% 4 18%

漁業 13 6 46% 2 15% 2 15% 2 15%

鉱業、採石業、砂利採取業 5 3 60% 0 0% 0 0% 3 60%

建設業 8 7 88% 0 0% 2 25% 5 63%

製造業 340 246 72% 106 31% 96 28% 44 13%

電気・ガス・熱供給・水道業 7 6 86% 3 43% 1 14% 2 29%

情報通信業 11 7 64% 4 36% 2 18% 1 9%

運輸業、郵便業 25 10 40% 4 16% 2 8% 4 16%

卸売業、小売業 51 32 63% 12 24% 8 16% 12 24%

金融業、保険業 20 19 95% 11 55% 0 0% 8 40%

不動産業、物品賃貸業 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50%

学術研究、専門・技術サービス業 15 13 87% 4 27% 6 40% 3 20%

宿泊業、飲食サービス業 0 ― ― ― ― ― ― ― ―

生活関連サービス業、娯楽業 3 1 33% 1 33% 0 0% 0 0%

教育、学習支援業 12 1 8% 0 0% 0 0% 1 8%

医療、福祉 6 2 33% 1 17% 1 17% 0 0%

複合サービス業 0 ― ― ― ― ― ― ― ―

サービス業(他に分類されないもの) 16 13 81% 3 19% 5 31% 5 31%

公務(他に分類されるものを除く) 0 ― ― ― ― ― ― ― ―

分類不能の産業 0 ― ― ― ― ― ― ― ―

不明 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25%

合計 560 376 67％ 155 28％ 125 22％ 96 17％

●

●

●
●

●

●

■

▲
■
■

■

■

■

※H8年度実施時備忘：
「宿泊業、飲食サービス
業」の団体を追加して実施。
追加候補は以下の通り。
・日本ホテル協会
(https://www.j-
hotel.or.jp/)
・全日本ホテル連盟
(https://www.anha.o
r.jp/)
・日本旅館協会
(https://www.ryokan
.or.jp/top/)
・日本レジャーホテル協会
(https://jalh.or.jp/)
・全国旅館ホテル生活衛
生同業組合連合会
(https://www.zenryo
ren.jp/)
・全国公衆浴場業生活衛
生同業組合連合会
(https://www.zenyok
u.1010.or.jp/)
など

▲

▲

▲

▲

1つ目の■の言いたいこと
=■印の業種では、全体よりも
回答率が高く、PCBへの問題意
識を持っておりと言える業種であ
る。
＝特に■印・●印の両方が付い
ている2つの業種は、実情(届出
状況)を踏まえた問題意識をしっ
かりと持っていると言える業種であ
る。

2つ目の■の言いたいこと
＝▲印の業種では、全体よりも
「取組あり」の割合が高く、PCB
への問題意識をしっかりと持ち、
かつ、具体的な行動を取っている
と言える業種である。
＝特に▲印・●印の両方が付い
ている2つの業種は実情(届出状
況)を踏まえた問題意識を元に、
具体的な行動を取っていると言
える業種である。

3つ目の■の言いたいこと
＝●印・■印・▲印のすべてが
付いた2業種をピックアップして
「褒める」。

4つ目・5つ目の■の言いたいこと
＝「取組なし」及び「PCB機器な
し」の全体状況に触れる。
＝このうち●印が付くも■印・ ▲
印のいずれも付かなかった「農
業・林業」はもう少し頑張ってほし
い。
＝また、◇印・▽印が付いた業
種についても、実情(R5年度実
態調査結果)を踏まえ、取組の
必要性を啓発したい。
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調査の結果～②PCB関連取組の具体的な内容

◼ PCB関連の取組を「行っている(行ったことがある)」と回答した155団体のうち、7団体(5％)から「会議体(分科会等)において
取り組んでいる」と回答があった。

NO 関連業種 開始・実施頻度 会議体の構成員 具体的な取組内容

1 電気 ２～４回／年
担当委員
(約10名)

国等における以下情報を収集し、会員に提供・周知。
⚫ PCB関連の検討会での内容・結果等
⚫ PCB廃棄物等の届出状況の集計結果
⚫ PCB処理の技術開発の進捗状況等

2
情報
通信

６回程度／年
会員社

(約20名)

⚫ 国・関係団体から提供された低濃度PCB汚染機器等の調査方法について、
関係団体・会員に提供・周知。

⚫ 調査結果を関係者で共有し、その進捗等を確認・把握。

3
電気製品
製造

４回程度／年
関連機器製造会員社

(約20名)
⚫ 会員等における製品のうちPCB含有の疑いがある機器についての調査実施、
及び、調査結果を適正処理方法関連情報と併せて使用者等に提供・周知。

4
素材
製造

随時 担当委員
⚫ 国等によって周知されたPCB関連情報（含有製品の調査方法、各種パン

フレット、発見事例、など）を情報収集し、会員に提供・周知。

5 鉄鋼
定例１回／年

(＋随時)
担当社

(約10名)

⚫ PCB関連の諸規定(調査方法、分析方法、届出、適正処分等)について情
報収集し、会員に提供・周知。

⚫ 団体としてのPCB対応方針を検討・策定し、それに基づき会員への対応を促
している。併せて団体独自調査により会員における対応・進捗状況を把握。

６
金属製品
製造

４回／年
担当社
(6名)

⚫ 工場等におけるPCBを含めた環境規制全般に関する取組を調査。

7
測定機器
製造

随時
担当社

(約15名)
⚫ ISOやJIS等の規格に関する改定に際し、会員における認証取得事業所等
における取組体制・対応状況を精査。

・１＝電事連
・２＝情報通信ネットワー
ク産業協会
・３＝ JEMA
・４＝日本ゴム協会
・５＝日本鉄鋼連盟
・６＝軽金属製品協会
・７＝日本精密測定機器
工業会

※情報通信ネットワーク産
業協会について
・会員＝インターネット整備、
携帯電話各社、関連機
器製造業者など
・情報通信技術（ICT）
の利活用の一層の促進を
図ること等が目的

●■▲

▲

●■▲

●■▲

●■▲

●■▲

●■▲
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加盟・会員者が個別に対応しているため, 

39団体, 36%

ＰＣＢについてよく分からなかった, 25団体, 23%

人手不足, 23団体, 21%

上部団体が担っている, 11団体, 10%

過去の経緯・実績が分からない, 5団体, 5%

ＰＣＢに取り組む契機・タイミングがなかった, 

3団体, 3%

ＰＣＢは対応済・処分済と認識しているため, 

2団体, 2%

調査の結果～③PCB関連の取組なしの理由

◼ 「加盟・会員者が個別に対応しているため」（36％）を理由とした団体が最も多かった。

◼ 次いで「PCBについてよく分からなかった」（23％）、「人手不足」（21％）との理由であり、全体の４割強をしめた。

※1団体が複数の理由を選択したケースや理由回答がなかったケースがあるため、グラフ中の値の合計は「取組を行っていない(行っていたこともない)」と回答した団体数と一致しない。
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まとめ

◼ 購入後30年以上を経過するような古い機器等には、PCB含有の可能性が否定できないこと、当該機
器はあらゆる業種の事業所で発見・覚知されうることを踏まえ、事業所等における当該機器の有無に関
する調査が望ましく、引き続き支援や低濃度PCB含有製品の調査が必要。

◼ 低濃度PCB廃棄物処理等支援事業(※3)、低濃度PCB含有変圧器の交換促進事業(※4)、低濃度PCB
の調査・判別支援(※5)といった各種の支援事業の活用などを積極的に取組されるよう周知が必要。

※1：2019(R元)～2022(R4)年度末時点における状況として、変圧器・コンデンサーについてのPCB特措法に係る届出を行った事業所数。環境省提供データを基に産廃振興財団における集計結果。
※2：2023(R5)年度における実態調査(環境省)の結果。後述の「参考資料①」も参照。
※3：中小企業等を対象とした低濃度PCB廃棄物の処理等に係る費用の一部を助成する。令和７年度から。
※4：低濃度PCBを含有する使用中変圧器の高効率変圧器への交換等に係る費用の一部を補助する。令和６年度から。
※5：自治体や事業者等を対象に、低濃度PCB含有疑い機器の調査・判別等の支援を行う。環境省業務として(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が請負。平成29年度から。

◼ 本調査においては、回答率が67%であり、未回答の団体が３割強であった。

◼ 回答された団体において、４割強がPCB関連の取組を実施していないと回答した。

◼ PCB特措法に係る届出(※1)においては、電気や鉱業等の業種における届出事業所数が多く、PCB含有
機器等を所有・保管している可能性が高い。

◼ 環境省による令和5年度の調査(※2)においては、平成６年以前に開設された事業所においてPCB含有
疑いのある古い電気機器が発見される可能性が示された。

←P.2の内容のまとめ

←P.3の内容のまとめ

←上記2Pの内容のまとめ
を受けての今後求められる
内容など
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参考
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参考①：調査結果取りまとめ～PCB関連の取組内容(設問３、４)

(3)取組内容：「取り組み状況等を調査
(アンケート、ヒアリング等)」の具体内容

※１：PCBに汚染された絶縁油を含む電気機器等の所有・保管に係る調査の実施状況等に関する調査
（令和5年度、環境省）

※２：「ポリ塩化ビフェニル含有塗膜の把握について」の周知について（経済産業省ＧＸグループ環境管理推進室）
※３：製品から副生成的に生じるPCBに関する調査

２行目
1)全国調理食品工業協同組合
2)石油連盟
3)日本自動車部品工業会
4)日化協
5)鉄連
6)日本化学品輸出入協会
7)日本繊維製品防虫剤工業会
8)日本畜産副産物協会
9)日本少額短期保険協会
10)日本産業機械工業会
11)日本自動車工業会

３行目
1)日本グリース協会
2)全国信用組合中央協会
3)信託協会

4行目
1)電事連

5行目
1)日本繊維製品防虫剤工業会

(4)取組内容：「周知・情報共有」の具体内容

※１：省庁等から提供されたPCB廃棄物・機器の早期処理の徹底に係る周知及び同関連リーフレット・パンフレット・資料等の
配布、PCB含有機器情報、など

※２：PCBに汚染された絶縁油を含む電気機器等の所有・保管に係る調査の実施状況等に関する調査
（令和5年度、環境省）

※３：省庁等から周知された「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」、「低濃度PCB使用製品の処理期間に
ついての説明会」、など

※４：「ポリ塩化ビフェニル含有塗膜の把握について」（経済産業省ＧＸグループ環境管理推進室）
※５：「低濃度ＰＣＢ汚染機器等の発見事例集」（環境省）など

7行目
1)ポリカーボネート樹脂技術研究会
2)日本わかめ協会
3)日本造船工業会
4)全国蒟蒻原料協同組合
5)日本電機工業会
6)全国コンクリート製品協会
7)陸上貨物運送事業労働災害防
止協会
8)全国鍍金工業組合連合会

調査内容 回答数 割合

令和５年度全数調査(※1)への協力・対応 15 48％

PCB廃棄物関連の調査を実施 11 36％

塗膜調査(※2)への対応 3 10％

電気工作物関連の調査を実施 1 3％

製品に対する調査を実施(※３) 1 3％

※1団体が複数の「調査内容」を回答したケースがあるため、上表の「団体数」と、
下表の「回答数」の合計は一致しない。

周知・共有情報の主な内容 回答数 割合

省庁・自治体等からの依頼・要請による
各種情報（具体内容の明記なし）

58 29％

早期処理・適正処理関連情報(※１) 32 16％

令和５年度全数調査(※２)対応依頼 23 12％

説明会・セミナー開催情報(※３) 23 12％

塗料・塗膜関連情報(※４) 12 6％

ＰＣＢ廃棄物等発見事例(※５) 12 6％

低濃度ＰＣＢ廃棄物等処理助成制度
（令和７年度～）

8 4％

※1団体が複数の「調査内容」を回答したケースがあるため、上表の「団体数」と、
下表の「回答数」の合計は一致しない。

取組内容 回答数 割合

B.取り組み状況等を調査（アンケート、ヒアリング等） 29 15％

取組内容 回答数 割合

C.周知・情報共有 146 76％
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～１９８９年, 3団体, 2%２０００～２００９年, 

4団体, 3%

２０１０～２０１９年, 

30団体, 20%

２０２０年～, 

55団体, 38%

不明, 

54団体, 37%

１年に１回, 

27団体, 18%

１年に複数回, 

25団体, 17%

複数年に１回, 

23団体, 16%

都度・随時, 

70団体, 48%

不明, 1団体, 1%

２０００～２００９年, 

1団体, 3%

２０１０～２０１９年, 

6団体, 21%

２０２０年～, 

18団体, 62%

不明, 

4団体, 14%

１年に１回, 

6団体, 21%

１年に複数回, 

2団体, 7%

複数年に１回, 

7団体, 24%

都度・随時, 

14団体, 48%

～１９８９年, 

1団体, 14%

２０００～２００９年, 

3団体, 43%
２０１０～２０１９年,

1団体, 14%

不明, 

2団体, 29%

１年に１回, 

1団体, 14%

１年に複数回, 

4団体, 57%

都度・随時, 

2団体, 29%

参考②：調査結果取りまとめ～PCB関連の取組頻度・開始時期(設問４)

(6)取組内容：「取り組み状況等
を調査(アンケート、ヒアリング等)」

(7)取組内容：「周知・情報共有」(5)取組内容：「専門の会議体
(分科会等)を設置」

(実施頻度) (実施頻度) (実施頻度)

(開始時期) (開始時期) (開始時期)
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66団体, 43%

42団体, 27%

46団体, 30%
25団体, 38%

20団体, 30%

21団体, 32%

44団体, 

41%

24団体, 22%

39団体, 

37%

20団体, 41%

10団体, 20%

19団体, 39%3団体, 50%

3団体, 50%

11団体, 79%

3団体, 21%

9団体, 28%

10団体, 31%

13団体, 41%
134団体, 43%

77団体, 24%

104団体, 33%

参考③：調査結果取りまとめ～PCB関連の取組状況(問１及び問２)

(１)PCB関連の取組状況：加盟・会員者の種類別

属性①
(企業(法人)が主に加盟している団体)

属性②
(中小企業組合等が多く加盟している団体)

属性③
(下部組織の全国組織としてのみの団体)

属性④
(個人事業主、個人が主に加盟している団体)

「取組を行っている(行ったことがある)」の割合：

• 最も多い＝属性③（下部組織の全国組織としてのみの団体）

• 最も少ない＝属性④（個人事業主、個人が主に加盟している団体）

取組を行っている（行っていたことがある） 取組を行っていない（行ったこともない）

※属性⑤(その他)の状況を未掲載のため、グラフ中の回答団体数の合計は回答あり団体数と一致しない。

(２)PCB関連の取組状況：加盟・会員者の規模(数)別

「取組を行っている(行ったことがある)」の割合：

• 最も多い＝規模１（加盟・会員者数が101者～）

• 最も少ない＝規模２（同51～100者）

規模４
(加盟・会員者数が1～10者)

規模３
(同11～50者)

規模２
(同51～100者)

規模１
(同101者～)

属性A→属性①
(企業(法人)が主に加盟している団
体)
属性B→属性②
(中小企業組合等が多く加盟している
団体)
属性C→属性③
(下部組織の全国組織としてのみの団
体)
属性D→属性④
(個人事業主、個人が主に加盟してい
る団体)
※P.4表中の各回答内容の先頭に
「A.」～「E.」を追記したことにより、これ
との混同を避けるべく属性は①～④に
修正

PCBに汚染されている可能性がある設備や機器を所有していない業種である
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参考④：令和５年度の実態調査（全数調査）の結果（概要）

◼ 回答事業所数
• 平成６年までに開設・現在も存続と回答した事業所数 ： 30,360事業所（※２）

◼ 古い電気機器の使用・保管の有無の調査の実施及び処理の状況
• 平成６年までに開設・現在も存続と回答した事業所（30,360事業所）に対する回答事業所の比率

➢平成６年までに開設・現在も存続と回答した事業所（30,360事業所）のうち、約１万５千事業所（51％）
において、古い機器の使用・保管が確認された。

➢同事業所（30,360事業所）のうち、約１万事業所（33％）において、使用・保管されている古い機器で
PCB含有が判明した。

➢同事業所（30,360事業所）のうち、約4,500事業所（15％）において、PCB含有が判明した古い機器の
処分が完了していない。

✓ 調査実施（完了又は一部完了） 91％

✓ 古い機器の使用・保管の割合 51％

✓ うち、PCB含有が判明した割合 33％

✓ うち、処分済の割合 85％

※１：第34回検討会【資料2-4】を基に作成
※２：調査対象とした560団体における加盟・会員者（企業等）の事業所（支社、支店、工場、倉庫等）のうち、「平成6年までに開設・現在も存続」との
回答が得られた事業所数。

※１：2023(R5)年度実態調査（環境省）で、
「1994(H6)年までに開設され、現在も存在する」と回答した
事業所。
※２： 2023(R5)年度実態調査（環境省）で、「調査の
結果、購入後30年以上が経過する古い電気機器等古い電
気機器等の使用・保管
がある」と回答した事業所。
※３：「古い電気機器等の使用・保管あり事業所数」÷「H6
まで開設・現存事業所数」×100
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参考⑤：低濃度PCB廃棄物処理等支援事業 パンフレット
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参考⑥：低濃度PCB含有変圧器の交換促進事業 パンフレット
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◼ 自治体が実施する現地調査／立入検査に対する支援

自治体が実施する現地調査や立入検査において、PCB廃棄物の
該当性や濃度判定が困難である場合等に、専門的知見を有する
職員が現地調査及び立入検査に同行し、技術的助言を行う等の
支援を実施

◼ 自治体担当者、保管事業者向け説明会の開催による支援

自治体担当者や保管事業者が低濃度PCBの掘り起し調査等を効率的に実施できるよう、PCB廃棄物等の法的・技術的な内容に
精通した職員を講師として派遣し、以下の内容に関する説明会を実施
①低濃度PCB廃棄物について ②調査方法・調査手順 ③調査後の手続き
④低濃度PCB廃棄物等の発見事例 ⑤塗膜・塗料の調査について

◼ PCB廃棄物等の処理に関する相談窓口の開設及び対応

PCBに関する問い合わせ窓口（電話、メール）を設置し、保管事業者等からのPCB特別措置法の規定、掘り起し調査の実施方法及び
PCB廃棄物等のPCB使用・不使用の判別方法等の相談に対応

参考⑦：低濃度PCBの調査・判別支援 概要

◼ 平成29年度から低濃度PCB廃棄物等の掘り起し調査の効率化・加速化を図るため、自治体や事業者等を対象
に、低濃度PCB含有疑い機器の調査や判別等の支援を実施（請負業者：産業廃棄物処理事業振興財団）
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参考⑧：調査手引き 概要

※調査手引きURL→https://www.env.go.jp/press/110846.html
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参考⑨：発見事例集 概要

※低濃度発見事例集URL→https://www.env.go.jp/content/000212755.pdf
※高濃度発見事例集URL→https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/soukishori/about/pdf/discovery_case.pdf

■低濃度発見事例集（一部を掲載したもの） ■高濃度発見事例集（一部を掲載したもの）
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参考⑩：業界団体における取組事例

◼ 一般社団法人日本化学工業協会様

✓ 会員者等を対象とした低濃度PCB汚染機器の処理状況に関する独自の調査を実施。

✓ https://www.env.go.jp/content/000281564.pdf
（第36回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会 資料３）

◼ 電気事業連合会様

✓ 会員者等を対象とした低濃度PCB汚染機器の処理状況に関する独自の調査を実施。

✓ https://www.env.go.jp/content/000212758.pdf
（第33回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会 資料４－７－１）
✓ https://www.env.go.jp/content/000347536.pdf
（第38回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会 資料３－２－２）

◼ 一般社団法人 日本鉄鋼連盟様

✓ 会員者等における使用中の低濃度PCB汚染機器の対応状況について独自の調査を実施
するとともに、対応完了までのロードマップを作成し、その進捗を管理・把握している。

✓ https://www.env.go.jp/content/000212759.pdf
（第33回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会 資料４－７－２）
✓ https://www.env.go.jp/content/000347537.pdf
（第38回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会 資料３－２－３）
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